様式第１号（第２条関係）
葉山町ふるさと納税（寄附金） 申出書
	　年　　月　　日
葉山町長　様
私は葉山町へ次のとおりふるさと納税（寄附）を申し出ます。
　

	寄附者
	

	ご住所（〒　　　－　　　　 ）　　　　　　　　　　　都道府県

	フリガナ
	電話番号

	お名前
	日中連絡先

	
	FAX番号

	電子メール
	


※１　返礼品送付にあたり連絡する場合があります、日中連絡可能な電話番号をご記入ください。
※２　寄附者の個人情報は、ふるさと納税（寄附）の目的以外には使用しません。
1　寄附金額　寄附金額を記入してください。
	円　



2　寄附金の使途　（以下の中から一つ選択し、□に「レ」をお願いします）
	□
	1 町長に一任

	□
	2 子ども・障害者・高齢者の福祉や健康、防災等

	□
	3 環境保全等

	□
	4 観光や産業の振興等

	□
	5 公共公益施設の維持等

	□
	6 教育の振興等


※　使途の指定がない（未記入）場合は、①町長に一任とみなします。

3　町外在住の方に伺います。返礼品を希望しますか？
（以下の中から一つ選択し、□に「レ」をお願いします）
※希望する方は返礼品をお選びください。なお、返礼品は協力事業者から寄附者様に直接送付するため、住所・氏名・連絡先を協力事業者へ提供することに同意いただいたものとみなします。
	□希望します
	返礼品名・返礼品番号等

	□希望しません





4　寄附金の払込方法（以下の中から一つ選択し、□に「レ」をお願いします）
	□
	①町作成の納入通知書
	後日、葉山町から納入通知書をお送りしますので、下記の葉山町公金取扱金融機関の本支店窓口で納入してください。
（手数料は町が負担します）
スルガ銀行、横浜銀行、湘南信用金庫、かながわ信用金庫、中央労働金庫、よこすか葉山農業協同組合、東京都・神奈川県・千葉県・山梨県・埼玉県・群馬県・茨城県・栃木県内のゆうちょ銀行又は郵便局

	□
	②現金持参
	葉山町役場にご来庁いただき、庁舎2階の財政課窓口へお越し下さい。

	□
	③現金書留
	この申出書と併せて葉山町までお送りください。
（郵送料は寄附者の負担となります。）



5　葉山町へのメッセージ（ご自由にお書きください）
	








※住所地以外へ寄附金受領証明書や返礼品の送付を希望する場合、代理人が手続きをする場合は、こちらのメッセージ欄にその旨を明記してください。


	担当部署
	葉山町役場　政策財政部　財政課
〒240-0192神奈川県三浦郡葉山町堀内2135
TEL 046-876-1111（内線322･323）
FAX 046-876-1717



